令和7年１２月１０日

会　員　各　位

宇検村商工会
会長　保池　広和

商工会法施行６５周年記念大会における
会員事業所従業員表彰について（お知らせ）

　会員の皆様におかれましてはご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は当会運営へのご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　さて、標記の通り、商工会法施行から６５周年を迎え、鹿児島県商工会連合会主催にて記念大会が開催される運びとなりました。つきましては、各会員事業所の従業員への表彰として下記の期間勤続する従業員を対象とした県連会長表彰を募集いたします。
従業員への表彰を希望する方は期日までに商工会までご連絡ください。年末となり、業務多忙の中、期日まで期限が短く大変恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。

記

「商工会法施行６５周年記念大会従業員表彰」
１．表彰基準
①４０年以上商工会会員の事業所に引き続き在籍している者
②３０年以上商工会会員の事業所に引き続き在籍している者
③２０年以上商工会会員の事業所に引き続き在籍している者
④１０年以上商工会会員の事業所に引き続き在籍している者
※勤続年数基準日　令和７年１０月１日

２．申し込み方法
　■別添申込書に必要事項を記入の上、商工会へFAXまたは紙で
提出または宇検村商工会HPから用紙をダウンロードし申込み
　■提出先：
宇検村商工会（FAX：0997-67-2032、TEL：0997-67-2661）
　　Mail：uken-s@kashoren.or.jp

３．申込期日
　令和７年１２月１９日（金）午後５時

４．表彰にかかる記念品並びに額縁について
　従業員表彰に係る「記念品」を県商工会連合会へ依頼することができます。
　申込書に記念品斡旋の有無についてご記入の上申し込みください。
　※記念品は事業所の自己負担となります。
　　ひとつあたり2,000円程度となります。
　※表彰は賞状のみとなり、額縁も各事業所負担となります。

※表彰にあたり記念大会への参加は必要ございません。
以上





従業員表彰申込書
＜被表彰者名簿＞
	
	氏名
	ふりがな
	採用
年月日
	勤続
年数
	記念品

	
	例）商工　太郎
	しょうこう　たろう
	H25年
4月1日
	12年
	有

	１
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	

	９
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


※勤続年数の基準日は「R7年10月1日」です。

申込事業所名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご担当者名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご連絡先　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
申込期日　令和７年１２月１９日（金）まで
提 出 先　FAX:0997-67-2032（宇検村商工会）

